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�現況届日程表

「「
子子
育育
てて
応応
援援
特特
別別
手手
当当
」」

「「
子子
育育
てて
応応
援援
特特
別別
手手
当当
」」

行
政
情
報

※
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成　

年
１

21

月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市
町
村

で
発
行
し
た
所
得
証
明
書

◇
申
請
を
し
て
い
な
い
方

　

小
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
で
、
所
得
が
一
定
額
未
満

の
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
個
人
通

知
は
し
て
い
な
い
の
で
、
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
方
は
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
今
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す

　

２
月
か
ら
５
月
ま
で
の
４
カ
月
分

の
児
童
手
当
を
６
月　

日（
水
）に
口

10

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

問　

子
育
て
支
援
課
（
内
線　

・　

）・

424

425

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　

「
現
況
届
」は
前
年
の
所
得
と
現
在

の
養
育
状
況
を
調
べ
る
も
の
で
、こ
れ

を
怠
る
と
６
月
分
か
ら
支
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
に
は
、
必
要
書
類
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
日
に
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
昨
年
度

の
「
現
況
届
」
で
認
定
さ
れ
な
か
っ

た
方
も
、
昨
年
中
の
所
得
状
況
に
よ

り
、
認
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

健
康
保
険
証
、
国
民
年
金
の
方
は

年
金
手
帳
、
申
請
者
名
義
の
預
金
通

帳
、
印
か
ん

∇
そ
の
他

　

対
象
と
な
る
第
２
子
以
降
の
子
ど

も
と
、そ
の
上
の
第
１
子（　

歳
以
下
、

18

平
成
２
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
）

の
子
ど
も
が
就
学
の
た
め
入
寮
し
て

い
る
な
ど
の
理
由
で
住
民
登
録
を
別

に
し
て
い
る
と
、
受
給
資
格
が
あ
る

も
の
の
、
申
請
書
が
送
付
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　

子
育
て
支
援
課
（
内
線　

・　

・

424

425

　

）・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

266

∇
支
給
対
象

　

対
象
と
な
る
子
ど
も
が
属
す
る
世

帯
の
「
世
帯
主
」
に
支
給
し
ま
す
。

支
給
は
、
１
回
払
い
と
な
り
ま
す
。

※
対
象
世
帯
は
、
平
成　

年
２
月
１

21

日（
基
準
日
）時
点
で
の
世
帯
構
成

と
な
り
ま
す
。

∇
申
請
の
手
続
き

　

通
知
を
受
領
し
た
「
世
帯
主
」
の

方
は
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人

確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、写
真
付
き

住
基
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
外
国

人
登
録
証
明
書
な
ど
）お
よ
び
振
込

口
座（
通
帳
）の
コ
ピ
ー
を
添
付
の
上
、

郵
送
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
手
当
の
受
け
取
り
は
、
原
則
と
し

て
、
口
座
振
込
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
を
受
け
付
け
て
か
ら
振
り
込

み
ま
で
に
、
一
カ
月
程
度
か
か
り

ま
す
。

∇
基
準
日

　

平
成　

年
２
月
１
日
を
支
給
基
準

21

日
と
し
、
そ
の
時
点
で
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
住
所
地
で
支

給
さ
れ
ま
す
。（
２
月
２
日
以
降
に
転

入
な
ど
に
よ
り
石
巻
市
に
住
民
登
録

さ
れ
た
場
合
は
、
前
住
所
地
で
の
支

給
と
な
り
ま
す
）

　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
平
成

　

年　

月
に
国
で
決
定
し
た
「
生
活

20

10

対
策
」
の
一
環
で
す
。
幼
児
教
育
期

の
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
平

成　

年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
、
幼

20
児
教
育
期
の
第
２
子
以
降
の
子
ど
も

一
人
当
た
り
３
６
、
０
０
０
円
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
４
月
に
、
支
給
対
象
と

な
る
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
「
子
育

て
応
援
特
別
手
当
申
請
書
」
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　

申
請
受
付
の
期
限
は
、　

月　

日

10

20

（
火
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

∇
対
象
と
な
る
子
ど
も

　

平
成　

年
度
に
お
い
て
小
学
校
就

20

学
前
３
年
間
に
該
当
す
る
第
２
子
以

降
の
子
ど
も（
平
成　

年
４
月
２
日

14

か
ら
平
成　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

17

※
第
２
子
の
判
定
は
、　

歳
以
下
の

18

子
ど
も（
平
成
２
年
４
月
２
日
以

降
生
ま
れ
）の
中
か
ら
年
齢
順
に

第
１
子
、
第
２
子
と
数
え
て
い
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

児
童
手
当
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」

「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

の

受付時間期　　　日と　　こ　　ろ

午前９時３０分
～正午

午後１時～４時

６/１８（木）・１９（金）
向陽地区コミュニティーセ
ンター

６/２２（月）稲井公民館（１階ホール）

６/２３（火）・２４（水）
石巻文化センター（１階
ホール）

６/２５（木）荻浜支所

６/２９（月）・３０（火）渡波公民館（２階　会議室）

６/１７（水）～１９（金）
河北総合支所
（保健福祉課窓口）

６/１７（水）・１８（木）
北上総合支所
（保健福祉課窓口）

６/１８（木）・１９（金）
雄勝総合支所
（保健福祉課窓口）

６/２２（月）・２３（火）
桃生総合支所（桃生公民館
管理事務室※中津山第二小
体育館側からお入りください）

午前９時～正午

６/１７（水）

大原出張所
牡 鹿
総合支所 午後１時～５時

牡鹿保健福祉セ
ンター（清優館）

午前９時３０分
～正午

午後１時～４時
６/２３（火）・２４（水）

河南母子健康
センター河 南

総合支所
午前９時３０分

～正午
６/２５（木）

鹿又農業研修
センター



�

�

�

�

�����������������������

�����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9 2009．6

◆平成２２年度以降の徴収方法

年金からの引き落とし（特別徴収）
徴収方法

本徴収（下半期）仮徴収（上半期）

２月１２月１０月８月６月４月徴 収 月

年税額から同年度上半期に納め
た額を差引いた残額を1/3ずつ

前年度下半期に納めた額の
1/3ずつ

算出方法

→　例）平成２２年度の年税額が 66,000 円の場合

12,000 円12,000 円12,000 円10,000 円10,000 円10,000 円税額（例）

行
政
情
報

な
る
の
は
、
納
付
方
法
の
変
更
で
あ

り
、
納
め
る
市
・
県
民
税
の
額
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問　

市
民
税
課（
内
線　

･　

）

364

240

徴
収
さ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

納
付
書
や
口
座
振
替
、
給
与
か
ら

の
引
き
落
と
し
で
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
等

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
の
非

課
税
の
年
金
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
に
よ
り
変
更
と

　

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の

市
・
県
民
税
は
、
こ
れ
ま
で
納
税
組

合
や
納
付
書
・
口
座
振
替
に
よ
り
納

め
て
い
ま
し
た
が
、
地
方
税
法
の
改

正
に
よ
り
平
成　

年　

月
か
ら
、
公

21

10

的
年
金
か
ら
差
し
引
い
て
納
め
る
方

法（
引
き
落
と
し
）に
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
し
く
み
を
市
・
県
民
税
の『
特

別
徴
収
制
度
』
と
い
い
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
方

　

前
年
中
に
公
的
年
金
の
支
払
い
を

受
け
た
方
で
、
平
成　

年
４
月
１
日

21

現
在
、　

歳
以
上
で
公
的
年
金（
老
齢

65

基
礎
年
金
等
）を
受
給
し
て
い
る
方

※
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
特

別
徴
収（
引
き
落
と
し
）さ
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
場
合
は
、普
通
徴
収（
納

付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
）と

な
り
ま
す
。

・
老
齢
基
礎
年
金
の
年
額
が　

万
円

18

未
満
の
場
合

・
特
別
徴
収
す
る
税
額
が
、
老
齢
基

礎
年
金
の
年
額
を
超
え
る
場
合

○
対
象
と
な
る
税
額

　

公
的
年
金
に
か
か
る
所
得
割
額
お

よ
び
均
等
割
額

※
給
与
所
得
な
ど
他
の
所
得
に
か
か

る
所
得
割
額
は
、
年
金
か
ら
特
別

国民年金保険料納付のご案内をしています

　国民年金保険料の納め忘れがあると、将来受け取る

老齢年金の額が減額されたり、受けられなくなったり

することがあります。また、もしものときの障害年金

や遺族年金が受けられなくなることもあります。

　被保険者の皆さんの年金を受ける権利を確保するた

め、宮城社会保険事務局・社会保険事務所では納付期

限が過ぎても保険料の納付が確認できない場合に、「電

話」や「自宅への訪問」による納付のご案内を民間業

者に委託して行っています。ご案内は休日や夜間にも

行っていますので、ご理解とご協力をお願いします。

�石巻社会保険事務所の管轄区域と委託業者名

管轄区域：石巻市・気仙沼市・東松島市・牡鹿郡・本吉郡

委託業者：キャリアバンク株式会社

　委託業者に提供している個人情報は、納付の案内を

行う上で必要となる国民年金保険料の未納者情報に限

定し、目的外使用や閲覧、漏えい、複写複製などを禁

じるなど厳格な安全管理措置を講じています。

問　石巻社会保険事務所 国民年金業務課　�22-5117

平成21年�

10月から�

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の�

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
ま
す

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
ま
す�

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の�

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
ま
す

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
ま
す�

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の�

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
ま
す�

� 徴収の方法

◆平成２１年度（特別徴収を開始する年度）の徴収方法

年金からの引き落とし（特別徴収）
納付書や口座振替で
納める（普通徴収）　

徴収方法

下半期上半期
徴 収 月

２月１２月１０月８月６月

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の
1/4

年税額の
1/4

算出方法

→　例）平成２１年度の年税額が 60,000 円の場合

10,000 円10,000 円10,000 円15,000 円15,000 円税額（例）

　取引・証明に使用する“はかり”は、２年に１度、定期検査を受けることが義

務づけられていますので、最寄りの会場に持参し、検査を受けてください。

　なお、取引・証明用の“はかり”を新たに購入した場合は商工課へ連絡して

ください。

ははかかりりのの定定期期検検査査をを受受けけままししょょうう

問　商工課（内線418）・各総合支所産業建設課

�はかり定期検査日程表

と　こ　ろ受　付　時　間検査月日対象地区

JAいしのまき河南低温
農業倉庫

午前１０時３０分～午後３時
６月２日�
　　３日�

河 南

桃生総合支所午前１０時３０分～午後３時６月４日�桃 生

河北総合支所午前１０時３０分～午後３時６月５日�河 北

雄勝総合支所
午前１１時～午後４時６月８日�

　　９日�
雄 勝

午前９時３０分～午後２時３０分

北上総合支所午前１１時～午後２時３０分６月１０日�北 上

大原生活センター午前１１時～午後４時
６月１１日�

牡 鹿
宮城県漁業協同組合網
地島支所

午後３時～４時

牡鹿漁業協同組合（鮎
川浜卸売市場）

午前９時～午後２時６月１２日�

宮城県石巻合同庁舎午前１０時３０分～午後３時６月１５日�
住吉・中里
・ 稲 井

渡波公民館午前１０時３０分～午後３時
６月１６日�
　　１７日�

渡 波

総合福祉会館みなと荘午前１０時３０分～午後３時
６月１８日�
　　１９日�

湊

宮城県漁業協同組合石巻
地区支所田代浜出張所

午前１０時３０分～午後１時６月１９日�田 代

蛇田公民館午前１０時３０分～午後３時６月２２日�蛇 田

石巻文化センター午前１０時３０分～午後３時
６月２３日�
　～２６日�

石巻・門脇


